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 ◆（渕上陽一君）５番目の質問に移ります。 

 本県酪農の振興についてであります。 

 熊本県の酪農は、西日本一の生産量を誇り、その重要性はますます高まっております。これは、

生産者初め関係者の皆様方の長年にわたる御努力のたまものであり、改めて敬意を表したい

と思います。 

 本県酪農は、地域経済への波及や農地の利用など、熊本農業に欠くことのできない基幹作

目となっております。 

 生乳は、牛乳、乳製品として加工され、消費者に供給されますが、景気や天候などによって、そ

の需要は大きく左右されます。 

 生産者団体におかれては、生乳供給の過不足を最小限に抑えるため、みずから全国規模で

需要に応じた計画生産に取り組まれています。 

 本年の生乳生産は、昨年の口蹄疫の発生や猛暑の影響などによって種つけ、分娩がおくれた

ことや、東日本大震災や原子力発電事故による出荷停止などがあり、全国的な牛乳不足とな

っております。しかしながら、牛乳などの乳製品は、経済状況や少子高齢化、他の飲料商品との

競合などの影響を受け、需要は減少傾向にあるようです。 

 このような中、本県で、相当数の次代を担う酪農経営者が着実に育っており、栄養学的にもす

ぐれた牛乳の生産に誇りを持って取り組まれております。 

 今後とも、本県の酪農経営が生乳の安定供給と経営安定を図るためには、経営対策と消費

拡大対策を両輪に、今後の需要動向を踏まえた対応が必要であることは申すまでもありませ

ん。 

 そこで、本県酪農の振興について、農林水産部長にお尋ねいたします。 

  〔農林水産部長福島淳君登壇〕 

◎農林水産部長（福島淳君） 県では、長期にわたる酪農振興ビジョンとして熊本県酪農近代

化計画を策定し、酪農の振興を図っています。 

 この計画では、経営対策として、牛乳生産能力の高い乳牛の育成、確保や、飼料や流通コスト

の低減のほか、牛乳消費の拡大などに取り組むこととしております。 

 まず、経営対策としては、昨年発生した口蹄疫の影響を受けた搾乳牛不足に対応するため、

牛乳生産能力の高い妊娠牛の緊急的な導入を支援しております。 

 また、全国に先駆けて、飼料稲などの国産原料を使って混合飼料を生産、供給するＴＭＲセン

ターを整備し、酪農経営基盤の強化を図っております。さらに、牛乳の輸送コスト低減を図るた

め、折り畳み式タンクによる新たな輸送システムの導入など、全国のモデルとなる取り組みを進

めてまいりました。 

 次に、牛乳の消費拡大については、生産者や農業団体と連携して、毎年６月の「父の日に牛

乳（ちち）を贈ろう！」キャンペーンなどに取り組んでおります。 



 また、学校給食における牛乳提供は、児童生徒の健康増進と食育の観点から重要であるとと

もに、消費拡大にもつながります。このため、国の制度を活用して、給食用牛乳に対する輸送費

助成や学校栄養職員などを対象とした研修会の開催などに、関係団体と協力しながら取り組

んでまいります。 

 このような経営対策や消費拡大対策の取り組みにより、西日本一の生産県として、引き続き

本県酪農の振興を図ってまいります。 

  〔渕上陽一君登壇〕 

◆（渕上陽一君） 酪農家から言われますのは、中学校の学校給食用の牛乳の今 200cc を、

何とか 250cc にふやしていただきたいという話をよく聞くわけであります。今現在、250cc の

給食用は、合志のほか 25校の中学校が季節的に取り組んでいるそうであります。 

 いろいろと学校給食の話を聞きますと、いろんな課題があるというのもよくわかるわけでありま

すけれども、国の飲用等拡大推進事業というのがなくなるということで、ますます学校給食が大

型の容器に変わっていくというのが厳しくなっていくんであろうというふうに思っておりますので、

ここはしっかりとそれにかわるような何か予算をつくっていただいて、手を挙げて量をふやすん

だというところがあれば、対応をいただきたいというふうに思いますし、何といいましても、教育

長は元農林水産部長であります。農業に対して理解も大変お持ちであろうというふうに思いま

すので、そこはしっかりと教育長の方でもよろしくお願いをしたいというふうに思います。 
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 ◆（渕上陽一君）最後の質問になります。 

 林業振興のための森林資源の有効活用と山村の活性化についてお尋ねいたします。 

 森林は、本来、国土の保全や水源涵養、地球温暖化防止など、極めて重要な公益的機能を

有しており、同時に、森林から生産される木材は、環境に優しく、再生可能な貴重な天然資源と

して、我が国において、古来から人々の営みを支え続けてきました。 

 しかしながら、現在、森林・林業・木材産業を取り巻く現状は依然として大変厳しく、林業採算

性の低下から必要な施業が行われず、公益的機能の持続的な発揮にも支障を来すことが危

惧されています。 

 このような状況が続く中、国においては、平成 21 年 12 月、10 年後に国産材自給率 50％

以上を目指す森林・林業再生プランを策定し、森林施業の集約化や路網の整備、必要な人材

の育成を集中的に行うこととしました。 

 また、平成 22 年 10 月には、公共建築物等木材利用促進法が施行され、公共建築物等の

木造化や内装の木質化を推進することとしています。 

 熊本県の森林資源を見ますと、人工林は伐採可能な 46 年生以上の森林面積が 46％を占

め、10 年後には人工林の 82％に当たる約 19 万ヘクタールが伐採可能になる見込みとされ

ます。特に鹿本地域においては、46 年生以上の面積が 63％を占めるなど、熊本県の中でも

最も森林資源の熟成化が進んでいる状況であります。 

 そこで、政策的にも追い風が吹き始めている中、県は、成熟化している森林資源を今後どのよ

うに活用し、利用していくことで山村の活性化につなげていくのか、農林水産部長にお尋ねい

たします。 

  〔農林水産部長福島淳君登壇〕 

◎農林水産部長（福島淳君） 森林は、木材生産を初め、水源の涵養や山地災害の防止など、

多面的な機能を有しており、県では、これまで県民共有の財産として森林を守り育ててきました。 

 これからは、成熟し伐採期を迎えた本県の森林資源を積極的に利用することが求められてお

り、計画的な主伐や間伐により木材を安定的に供給することや、木材の需要を喚起することが

重要だと考えております。 

 まず、木材を安定供給するためには、生産コストの低減を図る必要があります。そこで、隣接す

る森林を集約し、一定規模の伐採量を確保するとともに、林道や林業専用道などの路網整備

や高性能林業機械の導入などにより、作業の効率化を図ります。 

 また、主伐後の再造林も必要です。このため、森林所有者の再造林の負担を軽減するととも

に、植えつけが容易なコンテナ苗による低コスト造林に取り組みます。 

 次に、木材の需要拡大については、まず、住宅メーカーなどが求めるＪＡＳ製品などを、低コスト

で安定的に供給する必要があります。そこで、品質の確かな木材を供給できる木材加工施設

の整備を図り、競争力ある木材産業づくりに取り組みます。 



 また、本年２月に県が策定した木材利用推進基本方針に基づき、公共建築物などの木造化

や内装の木質化を積極的に推進します。 

 さらに、森林内にある未利用の木質バイオマスを利活用する園芸ハウス加温機の実用化に向

けた実証試験に取り組むなど、新たな需要拡大を図ります。 

 このように、今後は、県産木材の需要を最大化させ、成熟した資源を生かす林業へと転換を

図り、山村の活性化にもつなげてまいります。 

  〔渕上陽一君登壇〕 

◆（渕上陽一君） 今、林業にとっては、本当に追い風であるというふうに思いますので、しっか

りと基金等を活用しながら頑張っていただきたいというふうに思います。 

 今回、農業問題に絞って質問をさせていただきまして、本当に農林水産部長は大変だったん

であろうというふうに思います。 

 私も、今回、農業だけでということで考えました。農業は、学べば学ぶほど難しいというふうに

思いましたし、本当にすぐさま結論が、結果が見えるものではないなというふうに思いますけれ

ども、私たちの住む地域においては、やはり農業の振興なくして地域の活性化はないというふう

に思っております。しっかりと私も学びながら、また皆さん方の御協力をいただきながら、この熊

本県発展のために頑張っていきたいというふうに思いますので、どうか今後とも御指導をいた

だきたいというふうに思います。 

 予定をしておりました質問を終わらせていただきます。 

 最後までの御清聴ありがとうございました。 


